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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
と
企
業
主
導
型
保
育
事
業

の
事
業
実
施
者
の
正
統
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
年
度
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
、
及
び
実
施
要
綱
」
に
は
、
企
業
主
導
型
保
育
事

業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
に
対
し
て
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る
業
務
を
行
う
法
人
（
以
下
「
実
施
機
関
」

と
い
う
。
）
の
公
募
の
方
法
に
係
る
記
載
は
な
い
も
の
の
、
平
成
二
十
八
年
度
に
行
わ
れ
た
実
施
機
関
の
公
募
に
際
し
て
は
、

当
該
公
募
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
実
施
機
関
が
行
っ
た
業
務
が
適
切
か
つ
効
果
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
企
業
主
導
型
保
育
事
業

評
価
検
討
委
員
会
（
以
下
「
評
価
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
翌
年
度
に
お
い
て
も
国

庫
補
助
を
継
続
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
末
及
び
平
成
二
十
九
年
度
末
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
翌
年
度
に
お
い
て
も
国
庫
補
助
を
継
続
す

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
評
価
検
討
委
員
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
児
童
育
成
協
会
に

二
〇
一
七
年
度
、
二
〇
一
八
年
度
の
事
業
費
補
助
金
を
交
付
し
た
こ
と
は
、
当
該
年
度
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金

交
付
要
綱
、
及
び
実
施
要
綱
に
反
す
る
手
続
き
」
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一



二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
の
具
体
の
交
付
手
続
が
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
上
、
適
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金

を
所
掌
す
る
内
閣
府
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
内
閣
府
と
し
て
、
当
該
交
付
手
続
が
御
指
摘
の
同
法
の

各
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
宮
腰
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣（
少
子
化
対
策
）

の
答
弁
は
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
（
以
下
「
円
滑
実
施
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
）

を
設
置
し
た
上
で
、同
年
内
に
第
一
回
の
円
滑
実
施
検
討
委
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
の
円
滑
実
施
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
度

の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
体
制
に
関
す
る
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
閣
府
と
し
て
は
、
当
該
実
施
体
制
の
在

り
方
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
円
滑
実
施
検
討
委
員
会
に
お
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
、
他
方
で
、
平
成
三
十
年

度
の
評
価
検
討
委
員
会
で
は
、
協
会
か
ら
同
年
度
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ

二



の
内
容
を
踏
ま
え
、
評
価
検
討
委
員
会
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
に
は
、

円
滑
実
施
検
討
委
員
会
と
し
て
、
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
報
告
」
（
以
下
「
委
員

会
報
告
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
夏
頃
を
目
途
に
、
実
施
機
関
の
公
募
・
選
定
を
新
た
に
行
う
こ
と
が
適

当
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
現
行
の
実
施
機
関
で
あ
る
協
会
が
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
運
営
費
に
係
る
助
成
金
の
支
払

業
務
等
を
行
う
こ
と
が
現
実
的
で
あ
る
旨
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の

経
緯
が
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
閣
議
決
定
し
た
答
弁
書
を
否
定
し
、
答
弁
書
が
虚
偽
で
あ
っ
た
こ
と
に
す
る
行
為
」
に
な
る

と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
の
円
滑
実
施
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
協
会
か
ら
、
評
価
検
討
委
員

会
に
つ
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
に
事
業
実
施
団
体
と
し
て
選
定
さ
れ
ま
し
て
以
来
、
毎
年
度
、
国
の
評
価
検
討
委
員
会
に

お
き
ま
し
て
、
本
事
業
へ
の
取
り
組
み
状
況
を
御
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
、
当
法
人
で
の
事
業
の
実
施
に
つ
い

て
御
承
認
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
」
と
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
委
員
会
報
告
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
円

滑
実
施
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
適
切
に
判
断
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
制
度
設
計
全
般
及
び
内
閣
府
の
責
任
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
府
と

し
て
は
、
御
指
摘
の
「
過
去
二
年
間
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
検
証
」
の
結
果
の
取
り
ま
と
め
に
先
立
ち
、
委
員
会
報
告

で
示
さ
れ
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
国
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
も
含
め
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
係
る
制
度
の
改
善
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


